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移動支援は社会参加の要です

今こそ、移動支援の拡充を！
　
昨年の10月に障害者自立支援法が全面施行され、地域生活支援事業の施行がはじまりました。DPI日本会議は、東京・埼玉・神奈川に地域生活支援事業の実施についてアンケート調査を行いました。1月12日にアンケートを送付し、現在、167箇所中104箇所の市区町村福祉課からご回答を頂きました。
　移動介護については、これまでの支援費の個別給付から外れ、地域生活支援事業の移動支援事業となりました。移動支援は、障害者の社会参加と地域生活を支える重要な支援であるため、これまでどおりの個別給付に戻すよう、訴えてきました。しかし、厚生労働省は、「地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態」に変わる、むしろ、利用しやすくなるという説明を繰り返してきました。今回のアンケート結果を見ると、要綱等で支援内容の制限を設けているところは96箇所、利用限度時間の基準を設けているのは62箇所と、柔軟な事業形態とは程遠い実態がうかがえます。この背景には、地域生活支援事業の中に重要な事業を入れ込むだけ入れ、それを実施するための財源をきちんと確保していない等の問題があります。移動支援事業については、これまでの水準を維持するのも難しいというのが実情です。早急にこの問題を解決し、移動支援事業を拡充する施策を講じるべきです。
[image: image1.emf]0

50

100

対象者を決める基準は、ありますか？

系列1

85 13 6

ある ない 無回答


＜アンケート結果＞
1. 移動支援事業の対象者について
基準を設けていないところが、13箇所！？
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3. 利用限度時間を設けていますか。

支給決定の際に、利用限度時間を設けていると答えた自治体は、62箇所（59.6％）。設けていないと答えた自治体は、37箇所（35.6%）でした。無回答は、５箇所という回答がありました。

　利用限度時間の例：

①　障害種別に限度時間を設けている自治体

・　視覚障害者　40時間　　精神、知的、全身性、児童　16時間

· 視覚障害　→月50時間まで　知的障害　→月18時間まで　精神障害　→月18時間まで
2 身体介護ある・なしで、区別する自治体

・　身体介護を伴わない場合　15時間/月、身体介護を伴う場合　　　　40時間/月

3 社会生活上不可欠な外出と余暇を分けているところ

・　基本決定時間数は、４０時間/月を上限とし、社会生活上必要不可欠な外出20時間/月、余暇活動を20時間/月としている。

4． 利用内容の制限を設けていますか。
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＊　９２％の自治体が、利用内
容の制限を設けている！　
----利用制限の例-----
①　通学・通勤の際の支援制限を設けている自治体---　８４箇所

＊通学・通所の移動支援をしている自治体は１０箇所
2  通年かつ長期にわたる外出への制限をしている自治体---　６５箇所

5． 支給最高時間は何時間ですか。
[image: image2.emf]最高支給決定時間は何時間？
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併給について


　　　併給できないと回答した自治体は、62箇所。
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利用制限は全く改善されていない。





16倍以上の格差が生じている！？
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